
～がん具類取扱業者の皆様へ～
有害がん具類に関する規制（第10条・第10条の２）

愛知県青少年保護育成条例により区分陳列等の方法が定められています。

→ 性的な有害がん具類の区分陳列・掲示義務の違反者が、改善命令
に従わないと30万円以下の罰金

がん具類取扱業者は、性的な有害がん具類を陳列すると
きは、有害がん具類の陳列場所を屋内の容易に監視する
ことができる一定の場所に設け、有害がん具類が青少年
の目に触れないように間仕切り等により仕切られ、他か
ら容易に見通すことのできない場所を設け、その場所に
まとめて陳列する方法などにより陳列し、その陳列場所
へ青少年を立ち入らせないようにしなければなりません。

性的な有害がん具類を陳列する場所には、次の表示をし
なければなりません。

がん具類取扱業者は、有害がん具類を青少年に販売等してはいけません。

→ 違反すると6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

区分陳列

表示

販売等の禁止
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